
可燃ごみ
高浜市指定袋

問合せ先　市経済環境グループ　☎52‐1111（内線263・264）
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たかはまプレミアム付商品券の販売について
販売期間　10月１日（火）～令和２年１月31日（金）
販売時間　商品券販売店舗の営業時間内

販売店舗　碧海信用金庫高浜支店、碧海信用金庫高浜中央支店、碧海信用金庫吉浜支店

購入できる方
　「高浜市プレミアム付商品券購入引換券」の交付を受けた方
　平成31年１月１日現在高浜市の住民基本台帳に登録がある方で、①もしくは②に該当する方です。
①平成31年度（令和元年度）住民税（市県民税）が課税されていない方
該当の方には申請書を８月上旬に送付していますので、「高浜市プレミアム付商品券購入引換券」の交付を
希望する場合は、経済環境グループへ11月30日(土)必着で郵送してください。
※生活保護制度の被保護者ではないなどの条件があります。

②令和元年9月30日現在、平成28年４月２日～令和元年９月30日に生まれたお子さんがいる世帯主 ★1
該当の方には「高浜市プレミアム付商品券購入引換券」を対象となるお子さんの人数分順次送付します。
★1世帯主…住民基本台帳（住民票）の世帯単位です。

二世帯家族などの場合も、生まれた子の保護者ではなく世帯主に送付します。
①②いずれも対象となる場合は、それぞれ送付します。

購入時の注意事項
・「高浜市プレミアム付商品券購入引換券」内に記載されている「購入時の注意事項」と「お知らせ」文の裏面
の記事などを確認してください。

・「高浜市プレミアム付商品券購入引換券」や購入後の「たかはまプレミアム付商品券」は、第三者への譲渡・販
売することを、この事業の趣旨・目的を踏まえ禁じています。

高浜市プレミアム付商品券事業について
・消費税率の10％への引上げに際し、所得の少ない方や、０～２歳の小さな乳幼児のいる子育て世帯に対して、
税率引上げ直後に生じる負担増などによる消費への影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下
支えすることを目的として、プレミアム付商品券事業を実施するという国の政策に基づき高浜市が行うもの
で、その業務の一部を高浜市商工会などへ委託しています。
・商品券販売店舗や商品券利用可能店舗に関する最新の情報は、高浜市商工会に確認してください。

問合せ先【平日のみ】
・市経済環境グループ　☎52‐1111（内線271・281）午前９時～正午、午後１時～４時
・制度関係（国のポータルサイト）　☎0570‐02‐2036【専用ダイヤル】　午前９時～午後６時
　https://www.02premium.go.jp/　
・商品券購入・商品券利用店舗関係　高浜市商工会　☎53‐1827　午前９時～午後５時
　https://www.takahama-shokokai.com/　

高浜市可燃ごみ指定袋が変わります

白色の袋に青色の文字 になります。
　袋の容量に変更はありません。今までの黄色地の指定袋については、今後も使用
できます。順次販売店での入れ替えを行います。ごみの分別に更なる協力をお願い
します。

袋のデザインが
変更点
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